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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスクの内側上部に取り付ける通気性を有するクッションパッドであって、
反顔面側の中央部がフラットでその両側に曲線部分を有し、
中央部に鼻の形状に沿う形状の切れ込みを有し、
その両側に左右対称に伸びる頬に当たる部位を有し、
鼻側接触面とクッションパッドの上面との接触角が４０～８５度の内角のテーパーを有す
る鼻側傾斜面であり、且つ、
頬面との密着面とクッションパッドの上面との接触角が５０～８５度の内角のテーパーを
有する頬の形状に沿う頬側傾斜面であり、
クッッションパッドの両端距離が７．５～１５cmであることを特徴とするマスク用クッシ
ョンパッド。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明のマスク用クッションパッドに関し、既存の衛生マスク使用の際に本発明をマス
ク内側上端部に装接着し、そして本発明の本発明のマスク用クッションパッドの側面のう
ち、マスク使用者の顔面に接する面である前記顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけて
の凸凹面に、本発明の前記側面が接触することにより、しっかりと密着するので、前記マ
スクは本発明によりしっかりと使用者の顔面に支えられて装着位置よりずれることはない
。
鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂの設計形状として、マスク使用者の両頬から
鼻筋のテーパー面にかけての縦方向と横方向の凹凸形状に沿った前記テーパー面ａ，及び
両頬の曲線形状面に沿った本発明の側面形状ａ、ｂを設計することにより、既存のマスク
上端部と両頬から鼻筋のテーパー面にかけての隙間を埋め、花粉や微細な異物等のマスク
内空間への侵入を遮断する。衛生マスクを鼻筋より高い位置において前記マスクを支持し
ても、使用者の顔面に本発明の側面が密着する部位であるところの、前記マスク使用者の
両頬から鼻筋のテーパー面にかけての縦方向と横方向の凹凸形状に沿った前記鼻筋のテー
パー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂが設計されているため、本発明は使用者の鼻筋のテーパ
ー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂにしっかりと密着して前記マスクを安定して支えるため、
前記マスクを鼻筋より高い位置において支持しても、既存のマスクでも前記顔面の両頬か
ら鼻筋のテーパー面にかけての凸凹面に沿う側面を設計されている本発明により安定して
支えられる。
【０００２】
　それにより、既存の衛生マスク着用時には不可能であった、衛生マスク着用者の日常会
話も、既存のマスク使用の際に本発明を既存の衛生マスク内側上端部に装接着して使用す
ることにより、前記マスク着用中に会話をしても鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状
面ｂに密着するため、前記マスクは横や下にずれたり落ちたりせず装着位置を保ち、又は
会話中にマスクがずれて鼻頭を押さえ込んだりせずに、前記マスクに本発明を装接着する
ことにより、日常会話中の口は動かしやすく、そのため発音にも支障なく、十分に聞き取
りやすい会話をすることが出来る。
又もちろん、衛生マスク着用時の激しい運動等の、体及び頭の動作時にも、本発明を既存
の衛生マスク内側上端部に装接着して使用することにより、前記マスクは横や下にずれた
り落ちたりせず、前記マスク装着時の装着位置を保ち、支障なく十分に激しい運動等の動
作をすることが出来る。
【０００３】
　本発明を使用する事により、使用者の顔面と衛生マスクの間隔に生じる衛生マスク内空
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間は大きく広がり、衛生マスクの装着感を向上させる。とりわけワイドプリーツ加工され
た既存のマスクに本発明を装着すると、前記マスクに加工され畳まれているプリーツが大
きく広がり前記マスク内空間体積が飛躍的に増加する。
また、外気に接する側の既存の衛生マスク表面面積と、前記マスクに装接着される本発明
の外気に接する側の表面面積を合計した面積が合計され増大され本発明を装接着した外気
に接する側の衛生マスク表面総面積になる。
前記のように、本発明を既存の衛生マスクに装接着することにより増大した衛生マスク表
面総面積により、衛生マスクの重要な機能である衛生マスクを通過して衛生マスクにより
濾過され衛生マスク内空間に流入される空気量と、それに伴い衛生マスク内空間より排出
される空気量の、前記本発明を装接着した衛生マスクを通して循環する空気流量は、本発
明を装接着することにより、前記マスクにより濾過されて前記マスクを通過して外気より
衛生マスク内空間に循環する空気流量が増加する。前記理由により前記マスク使用者は本
発明を使用することにより、衛生マスク使用時の呼吸をより快適に行うことが出来る。
【０００４】
　又本発明に２つのマスク例えば外気に接する外側に既存の衛生マスクを前記マスクのマ
スク内空間にひとまわり小さいマスクを装接着することにより、花粉症等で鼻水が流れ続
けて鼻水がたまっても、本発明を使用することによりひとまわり小さいマスクが流れ出た
鼻水を吸収して、小さいマスクの外に鼻水が流れるのを防止するので、小さいマスクの外
側に装接着している衛生マスクには鼻水をもらさず、外側の衛生マスクに鼻水によるしみ
が出来ない。
且つ、本発明の衛生マスク用パッドを使用しても,本発明の鼻筋のテーパー面ａ及び両頬
の曲線形状面,及び両頬の形状ｂが設計されているこの設計角度を減少設計することによ
り、本発明を装接着した衛生マスクを使用する使用者の視界が遮られることのない、衛生
マスク用クッションパッドに関する。
【背景技術】
【０００５】
　従来の衛生マスクは、立体衛生マスク本体上部にテープを接着しそのテープを使用者の
顔面に押しつけマスク上部の形状を変形させることにより衛生マスク内側上部と使用者の
鼻筋から頬にかけての隙間が生じるのを防止する衛生マスクや、また衛生マスク内空間を
広くして呼吸を楽にするための立体衛生マスクや、又通気性能を遮断するマスクパッド、
又、衛生マスク内に保湿シートを含む保湿衛生マスクが提供されている。（特許文献１
及び２参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１９５６４０公報
【特許文献２】特開２００８－２２０５２８公報
【特許文献３】特開２００７－１８５４７０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の衛生マスクは、着用時にカップ状になる立体衛生マスクであり、その衛生
マスクの上部に左右一対の帯状部材が延在してあり、この帯状部材を指で押して衛生マス
ク上部の内にある両頬と鼻筋にかけての形状に帯状部材を形づけ合わせることで鼻筋の両
側の隙間を防止する。反面、帯状部材を押し曲げ左右の鼻筋の両側に帯状部材を密着させ
ることにより立体衛生マスクの上部がつぶれて衛生マスク内空間の空間体積が減少する。
また両頬から鼻筋にかけての凹凸に帯状部材を指で密着させるのは密着させる際の指の使
い方になれなくては密着させるのは難しい。又再度の使用を試みると前回使用の際の帯状
部材の曲げ跡と収納時の曲げ跡が共に曲げ跡として残っていて、再度の快適な使用は難し
い。又前記マスク着用時に日常の会話を行うと、口を開けるごとに前記マスクがずれて鼻
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頭を圧迫してしまい、前記マスクの使用者の鼻頭はつぶすように押されてしまうので、特
許文献１の衛生マスク使用中に日常会話を行うことは困難をきたす。
【０００８】
　特許文献２の衛生マスクは、立体状の衛生マスク本体部内部と着用者の口との間に空間
を設計させ、又衛生マスク本体面に揮発剤含有した被着部シートを被着することにより衛
生マスク空間内を保湿する。反面、衛生マスク本体面にシートを被着させると外気と衛生
マスク内空間間の相互に空気が流通する空気流通面積が減少し呼吸に支障をきたす。又前
記マスク着用時に日常の会話を行うと、口を開けるごとに前記マスクがずれて鼻頭を圧迫
して、前記マスクの使用者の鼻頭はつぶすように押されてしまう。よって、特許文献２の
前記マスクの使用中に日常会話を行うことは困難をきたす。
特許文献３の衛生マスクは、衛生マスク本体上部に貼り付ける、繊維やスポンジの柔らか
い通気性、通水性がない素材のパッドによりなる。衛生マスク本体上部に貼り付ける前記
パッドにより息がマスク上部よりめがねの方に抜けないためめがねが曇ることがない。前
記パッドには、通気性、通水性がないため、前記パッドにより空気の漏れが防げるためマ
スク素材のフィルター効果が十分に生きる。特許文献3記載の前記パッドは柱状形をして
なり、前記パッドを張りつけたマスクを装着すると、かえって前記衛生マスクと顔面に隙
間が出来てしまう。又前記マスク着用時に日常の会話を行うと、口を開けるごとに前記マ
スクが下方にずれてしまう。よって、前記マスクの使用者の鼻頭は、つぶすように押され
てしまうので、特許文献１の衛生マスク使用中に日常会話を行うことは困難をきたす。激
しい動きをすると前記マスクは容易に装着位置よりずれてしまう。　
【０００９】
　上記問題を鑑みて、本発明の衛生マスク用クッションパッドは、本発明の使用者の顔面
に対して本発明の側面は、使用者の顔面形状に沿う形に設計し、を既存の衛生マスクに装
着又は接着（以下装接着と記載する）ことにより前記マスクをしっかり支持する。
全基本発明を装着接着したマスクは、使用者の顔のしっかりと支持され、前記マスクを着
用しつつ前記マスク使用者が激しい動きをしたり、会話をしても、前記マスクは、着用位
置よりずれることがない。
本発明の使用者の顔面に密着する側面形状を、本発明使用者の鼻筋のテーパー面ａ及び両
頬の曲線形状面ｂの設計形状に密着する形状に設計されている。
マスク使用者の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての縦方向と横方向の凹凸形状に沿った
前記テーパー面ａ，及び両頬の曲線形状面に沿った本発明の側面形状ａ、ｂを設計するこ
とにより、使用者の両頬より鼻筋のテーパー面ａ,b,の凸凹部分と衛生マスク上端に出来
る隙間を埋め花粉等異物の衛生マスクが覆う使用者の顔面部分と衛生マスクの内側に作ら
れる空間（以下、衛生マスク内空間と記載する）への侵入を防ぐ。
　衛生マスク内空間体積と衛生マスクの表面面積は本発明の衛生マスク用クッションパッ
ドの衛生マスク外大気にふれる面積量分増加することにより、衛生マスク内空間体積と外
気より本発明を使用した衛生マスクを通過して衛生マスク内空間に循環する空気流量が増
加する。
【００１０】
前記理由により本発明を装接着した前記マスクは、前記マスク使用者が、激しく頭を動か
しても、口を大きく開けても、横や下にずれたり落ちたりせず装着位置を保ち、又は会話
中にマスクがずれて鼻頭を押さえ込んだりしない。前記理由のように、前記マスクに本発
明を装接着することにより日常会話中の、口も動かしやすく、そのため発音にも支障なく
、十分に聞き取りやすい会話をすることが出来る。　
又本発明に２つのマスクを装接着することが出来る。例えば外気に接する外側に既存の衛
生マスクを前記マスクのマスク内空間にひとまわり小さいマスクを装接着することにより
、花粉症等で鼻水が流れ続けて鼻水がたまっても、本発明を使用することにより、ひとま
わり小さいマスクが流れ出た鼻水を小さいマスクが吸収して、小さいマスクの外に鼻水が
流れるのを防止するので、小さいマスクの外側に装接着している衛生マスクには鼻水をも
らさず、外側の衛生マスクに鼻水によるしみが出来ない。前記衛生マスク用パッドを提供
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することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため本発明は、各請求項に記載の衛生マスク用クッションパッドの
形状は、使用者の顔面と衛生マスク上部の内にある両頬と鼻筋にかけての隙間を埋めて防
止するために、衛生マスク使用者の両頬から鼻筋に本発明が密着する面の衛生マスク用ク
ッションパッドの側面形状には、顔面の両頬から鼻筋にかけてのその形状に添う鼻筋のテ
ーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを本発明の側面に設けてある衛生マスク用クッション
パットである。又本発明の効力を最大限に発揮するために使用されるマスクとしてはプリ
ーツ加工の衛生マスクが好ましい。
既存の衛生マスクに本発明の他方の側面を装接着することにより、衛生マスクの使用性能
がより高性能となる衛生マスク用クッションパッドである。
既存の衛生マスク使用の際に本発明側面の衛生マスク側の装接着面を衛生マスク内側上端
部に装接着し、そして本発明が衛生マスク使用者の顔面に当たるところの両頬から鼻筋の
テーパー面にかけての凸凹面及び両頬の曲線形状面に、本発明の側面のうちの密着面を密
着させる。
【００１２】
　本発明が使用者の顔面と接触する部位に設けた同使用者の顔面に本発明の側面が密着す
るように設計された、本発明の側面の内、鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを
密着させることにより、衛生マスク上端部と両頬から鼻筋のテーパー面にかけての隙間を
埋め、花粉や微細な異物等の衛生マスク内空間への侵入を防ぎ、本発明により衛生マスク
が鼻筋より高く持ち上げられることにより、衛生マスク内空間を大きく広げ、衛生マスク
内の空間体積が増加することにより呼吸は格段に楽になる。
外気に接する側の衛生マスク表面積も、外気に接する側の本発明の表面積と前記マスクの
表面積の合計面積となることにより、本発明を使用した衛生マスクの外気にあたる面積が
増えることにより、本発明を装密着使用した前記衛生マスク内空間を通過して濾過された
外気の空気の流入量と衛生マスク内空間から排出される空気の排出量は増加される。前記
理由により既存の衛生マスクに本発明を装接着することにより、前記マスクを通して循環
する空気流量が増加する。前記理由により本発明を使用した衛生マスク使用者の呼吸は格
段に楽になる。
【００１３】
　また、前記理由により本発明を使用した衛生マスク使用者が激しい運動等で頭部を揺り
動かしても本発明を使用した前記マスクは横や下にずれたり落ちたりせず装着位置を保つ
。又は本発明を使用した衛生マスク使用者の会話中に、マスクがずれてしまって、鼻頭を
押さえ込んだり、会話を行うと口を開けるごとに前記マスクが下方にずれてしまうことが
ない。本発明を装接着することにより、マスク使用中に日常会話中にも、口も動かしやす
く、そのため発音にも支障なく、十分に聞き取りやすい会話をすることが出来る衛生マス
ク用クッションパッドである。
【００１４】
　本発明は、既存の衛生マスクに本発明を装接着することにより、本発明の側面ａ，ｂが
使用者の両頬から鼻筋にかけての形状に密着するように、本発明のａの形状を使用者の鼻
筋にかけての形状に添うテーパー形状面に設計してある（図３）（図４）。
また両頬の曲線形状面ｂが設計されているため、これにより本発明に使用者の顔面の両頬
から鼻筋のテーパー面にかけての形状に、本発明のクッションパッドに設けた同顔面に本
発明の側面が密着する鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを密着させることによ
り、又、本発明の他方の側面を既存の衛生マスク上端部に装接着することにより、前記マ
スク上端部と前記マスク使用者の両頬の曲線形状と鼻筋のテーパー面にかけて本発明が密
着し、隙間を埋める。
【００１５】
　本発明の一例として、左右に２分割されたクッションパッドは、同顔面に本発明の側面
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ａ，ｂが密着する鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂに本発明の側面を密着させ
ながら、突き合わせて重ね合わせる。前記クッションパッドの側面を互いに接着させて成
形して使用する。
【００１６】
　又一例として、本発明の使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての形状に本
発明の側面を沿わせながら、スライドして本発明同士が接触する面を接着させて使用する
。
【００１７】
　又一例として、本発明は、使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての形状に
添わせて設けた折り目を有し、その折り目に沿いながら、前記顔面に接触する面を折り曲
げて、本発明のマスク用クッションパッドに成形する。その折曲げた部分を前記顔面に本
発明の側面が密着させて使用する。
又一例として、前記本発明を、使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての側面
形状に、本発明の外気に当たる部分である本発明上部を、載せるように密着させて使用す
る。
【００１８】
　本発明のクッションパッドは例えば、その構成素材の構成層が1層以上であればよく、
一例として、上層と下層、又は数段の層等、各々の層で異素材を使用することもできる。
前記各層を本発明本体一体として構成することが出来る。
【００１９】
　本発明のクッションパッドは、その構成素材の構成が一例として、上は紙及び布下は通
気性良好物質というように色々な形状の物質で構成されることができる。
前記これらを一体とする本発明のクッションパッドは既存の衛生マスクの上端部にクリッ
プ等で装着又は、接着テープ．接着剤　．両面テープ等で接着することにより使用される
。
【００２０】
　本発明のクッションパッドは例えば、その構成素材を例えば外周部とその外周部に囲ま
れた内部又は外側と内側の何層かに異素材組み合わせて一体構成することができる。
上記の本発明の特徴を考慮して、本発明の構成は各々の使用目的に合致した構成とする。
【００２１】
　本発明のクッションパッドは通気性の素材及び/又は、材料で成形されている、及び/又
は、水等の液体を本発明に含ませて使用することができる吸水性も兼ね備えた素材で本発
明を形成しても良い。
本発明を装接着したマスク内を保湿する等、本発明に水等の液体を含ませて、使用する時
に、本発明のクッションパッドの側面及び/又は、側面の一部分を、防水性の素材及び/又
は、材料で成形しても良い。
【００２２】
　本発明のクッションパッドの形状は人の平均的な顔の形状に関するデーターに基づいて
標準サイズを決めることもできるが、幼児より老人までの広い層に使用していただくため
に各サイズを取り揃えておくことができる。又使用目的に応じて各種の形状を取り揃えて
おくことが出来る。
【００２３】
　本発明はクッションパッドであり一例として、本発明の素材に汗等を吸収する素材を少
なくとも本発明が肌に接する側面に使用すれば、より使用感は上昇する。
【００２４】
　本発明はクッションパッドであり一例として、本発明が顔に接する部位の素材に特に肌
触りの良い素材（ラテックス等）を使用することもできる。このように本発明のクッショ
ンパッドの構成は垂直方向に一例として、外側層と内側層、又は数段の垂直層等、各々の
層で異素材及び/又は、異種材料を使用することができる。例えばクッション素材の他に
も天然素材、天然繊維素材、新繊維素材、不燃布、ナノファイバー、プラスチック等、本
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発明の使用目的に合致した素材及び/又は、材料であれば良い。
【００２５】
　本発明の衛生マスク用クッションパッドはそのクッションパッドの厚さを衛生マスク側
側面部、及び/又は、顔側側面部、及び/又は中部分、等各部分のそれぞれの厚さに差をつ
けることもできる。
【００２６】
　本発明の衛生マスク用クッションパッドは一例として、2つの既存の衛生マスクを装接
着するための装着用のクリップ等装接着装置により、前記2つの既存の衛生マスクを装接
着できる。本発明に接着テープ等で既存の衛生マスクを接着する場合も同様に2つのマス
クを装接着することもできる。
また、本発明に適した衛生マスクとして本発明を衛生マスクに密着させる為に、衛生マス
ク本体に本発明を装着させる為のクリップ等を装備した衛生マスクを提供することも出来
る。また、本発明に適した衛生マスクとして本発明を衛生マスクに密着させる為に、衛生
マスク本体に本発明を接着させる為の接着テープ等を装備した衛生マスクを提供すること
も出来る。
【００２７】
　前記のように本発明を接着させる為の接着テープ等を装備した衛生マスクを提供するこ
とも出来る。　及び、本発明を装着させる為の装着具等を装備した衛生マスクを提供する
ことも出来る。及び、本発明の設計形状である鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面
ｂの設計形状であるマスク使用者の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての縦方向と横方向
の凹凸形状に沿った前記テーパー面ａ，及び両頬の曲線形状面に沿った本発明の側面形状
ａ、ｂを設計する衛生マスク用クッションパッドを装接着した後の前記マスクを提供する
ことも出来る。上記の機能を各々の使用目的に合わせて選択使用することができる衛生マ
スクを提供する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の衛生マスク用クッションパッドが既存の衛生マスクに接する側面を、既存の衛
生マスクに装接着することにより、衛生マスク使用時に、前記使用者の両頬より鼻筋への
凸凹部と衛生マスク内側上端の間にできる隙間をなくす。
前記顔面に本発明の側面が密着するように設計された本発明の側面の形状は、使用者の肌
に当たる本発明の側面形状として、本発明の側面の使用者の頬面から鼻筋面に当たるとこ
ろの前記鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂが設計されているため、本発明を使
用することにより、前記本発明の側面が、使用者の衛生マスク着用時に使用者の肌に密着
して前記凹凸部の隙間を埋めてふさぎ、花粉や微細な異物の衛生マスク内への侵入を防ぐ
。
又、前記マスクをしっかりと支え前記マスクが使用者の顔面上でずれるのを防止する。
又、衛生マスク内空間をより広く設けることが出来るため、衛生マスク着用時の呼吸を楽
にして、前記衛生マスクを境とする衛生マスク内空間と衛生マスク外大気の、前記衛生マ
スクを通して循環する空気流量が増加することにより衛生マスク使用時の呼吸は、より楽
になる。
【００２９】
　また、前記理由により本発明を使用した衛生マスク使用者が激しい運動等で頭部を揺り
動かしても本発明を使用した前記マスクは横や下にずれたり落ちたりせず装着位置を保つ
。又は本発明を使用した衛生マスク使用者の会話中では、マスクがずれてしまって、鼻頭
を押さえ込んだり、会話を行うと口を開けるごとに前記マスクが下方にずれてしまったり
せずに本発明を装接着することにより、マスク使用中に日常会話を行っても、口も動かし
やすく、そのため発音にも支障なく、十分に聞き取りやすい会話をすることが出来る衛生
マスク用クッションパッドである。
及び本発明を装接着したマスク内を保湿する等、本発明に水等の液体を含ませて、使用す
る時に、本発明のクッションパッドの側面及び/又は、側面の一部分を、防水性の素材及
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び/又は、材料で成形しても良い。前期に記載した形状の本発明を使用することにより顔
面がぬれることもなく、また、衛生マスクに液体が染み出すこともない状態で、衛生マス
ク内空間を充分に保湿できる保湿効果も得られる。
【００３０】
　既存の衛生マスクに本発明を装接着することにより、前記衛生マスク使用時の機能を高
機能とする衛生マスク用クッションパッドを提供する。　
【００３１】
　又、本発明のクッションパッドの肌に接する面（以下は肌側と記す）に美容化粧水等を
注入してあるクッシヨン又はシートを使用すると、本発明の肌側は使用者の顔面形状に密
着する鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを設計することにより、前記の美容化
粧水等を注入してあるクッション又はシートが肌にしっかりと密着するため本発明に接す
る肌部分を美容化粧水等を使用してパックを肌にしっかりと密着させてすることができる
。
【００３２】
　又本発明に２つのマスクによりなる親子マスク、例えば外気に接する外側に既存の衛生
マスクを、又、前記マスクのマスク内空間にひとまわり小さいマスクを装接着することに
より、花粉症等で鼻水が流れ続けて鼻水がたまっても、本発明を使用することによりひと
まわり小さいマスクが流れ出た鼻水を吸収して、小さいマスクの外に鼻水が流れるのを防
止するので、小さいマスクの外側に装接着している衛生マスクには鼻水をもらさず、外側
の衛生マスクに鼻水によるしみが出来ない。
その小さいマスクの着用時の縦サイズを使用者の鼻から口より上までのの間までとすると
、流れ出た鼻水を小さいマスクが吸収してその外に鼻水が流れるのを防止するので、鼻水
は口まで流れず口の中に鼻水が入る不快感がなくなる。又このマスクを使用することによ
り鼻穴は二重の衛生マスクにより保護されるので、微細な花粉の鼻穴への侵入を二重に着
用した衛生マスクが二重に防止することにより、花粉症等の症状の悪化原因の原因因子で
ある微細な花粉や異物の鼻腔内への侵入をより強力に防止できる。この衛生マスクを使用
時の外見は既存の衛生マスク着用時に変わらない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】衛生マスク用クッシヨンパッドの平面図
【図２】衛生マスク用クッシヨンパッドの俯瞰図
【図３】衛生マスク用クッシヨンパッドの使用図
【図４】分轄された衛生マスク用クッシヨンパッドの部分図
【図５】衛生マスク用クッシヨンパッドの使用図
【図６】衛生マスク用クッシヨンパッドの平面図
【図７】衛生マスク用クッシヨンパッドの俯瞰図
【図８】衛生マスク用クッシヨンパッドの俯瞰図
【図９】衛生マスク用クッシヨンパッドの平面図
【図１０】衛生マスク用クッシヨンパッドの装接着図
【図１１】衛生マスク用クッシヨンパッドの使用図
【図１２】衛生マスク用クッシヨンパッドの俯瞰図
【図１３】衛生マスク用クッシヨンパッドの装接着図
【符号の説明】
【００３４】
１　　本発明
２　　２分割された本発明
３　　側面を沿わせながら、スライドして本発明同士が接触する本発明
４　　クッションパッドの肌に接する面（以下は肌側と記す）に美容化粧水等を注入して
ある本発明
５　　使用者の鼻筋から両頬にかけて沿わせながら本発明の側面を折って使用する本発明
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６　　親子衛生マスクを装接着する本発明
ａ　　本発明の鼻側テーパー面
ｂ　　本発明の頬側の側面
ｃ　　本発明の衛生マスク側の側面
ｄ　　本発明の前向き厚さ
ｅ　　本発明の頬にかかる終点
ｆ　　本発明の鼻側テーパー面の内角
ｇ　　本発明の頬側の側面の内角
ｈ　　使用者の顔のライン
ｍ　　本発明に装接着する衛生マスク
ｍ‘　本発明に装接着する小マスク
ｎ　　使用者のかお
ｏ　　衛生マスク
ｐ　　接着面
ｑ　　装着面
ｒ　　本発明の衛生マスク側の装接着側面
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の、各請求項に記載の衛生マスク用クッションパッドは使用者の顔面と衛生マス
ク上部の内にある両頬と鼻筋にかけての両側の隙間を埋めて防止するために、両頬から鼻
筋に密着する形状に設計されている。
衛生マスク用クッションパッドの形状には、使用者の顔面の両頬形状から鼻筋のテーパー
面にかけてのその形状に添う鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂが設計されてい
る衛生マスク用クッションパッドで、本発明の使用者の肌に当たるところの、本発明の内
側側面の基本設計として、
１．０ｃｍ＜ａ＜３．０ｃｍ、　３．０ｃｍ＜ｂ＜７．０ｃｍ、
４．０ｃｍ＜ｃ＜１．５ｃｍ、　０．２ｃｍ＜ｄ＜１．５ｃｍ
７．５ｃｍ＜ｅ＜１５．０ｃｍ、　　４０°＜ｆ＜８５°　
５０°＜ｇ＜８５°
　本発明は既存の衛生マスクの上端部に装接着することにより衛生マスクの使用性能がよ
り高性能となる衛生マスク用クッションパッドである。
本発明の使用法は、既存の衛生マスク使用の際に、本発明を衛生マスク内側上端部に装接
着し、そして本発明を衛生マスク使用者の両頬から鼻筋にかけての凸凹面に密着させる、
本発明が使用者の顔面と接触する部位に設けた同使用者の顔面に本発明の側面が密着する
ように設計された、鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを本発明の使用者の顔面
の前記形状に密着させることにより、衛生マスク上端部と前記マスク使用者の両頬から鼻
筋にかけての隙間を埋め、前記マスクをしっかりと支えて、前記マスクの顔面上でのずれ
を防ぐ。前記理由によりマスク使用者が前記マスク使用中に会話をしても、前記マスクが
ずれることはない。前記理由により花粉や微細な異物等の衛生マスク内空間への侵入を防
ぐ。
【００３６】
　本発明により衛生マスクが鼻筋から両頬にかけてより高く持ち上げられることによりマ
スク内空間を大きく広げ衛生マスク内の空間体積が増加する。
外気に接する側の衛生マスク表面積とおなじく外気に接する側の本発明の表面積の合計面
積が本発明を使用する衛生マスクの表面面積となることにより、本発明を使用した衛生マ
スクの外気にあたる面積が増えることになり、衛生マスク内空間と外気の間にある本発明
を使用した衛生マスクを通過して循環する空気流量が増加する衛生マスク用クッションパ
ッドである。
【００３７】
　本発明は、既存の衛生マスクに本発明を装接着することにより、本発明が使用者の両頬
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から鼻筋のテーパー面にかけての形状に密着するように本発明のａ面とｂ面の形状を使用
者の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての形状に添うテーパー形状面に設計してａ，ｂ面
を設けてある（図３）（図４）。またこれにより本発明に使用者の顔面の両頬から鼻筋に
かけての形状に、本発明のクッションパッドに設けた同顔面に本発明の側面が密着する鼻
筋のテーパー面ａ,b,及び両頬の曲線形状面,及び両頬の曲線形状面を密着させることによ
り、本発明が密着する衛生マスク上端部と両頬から鼻筋のテーパー面にかけての隙間をし
っかり埋める。
【００３８】
　本発明の一例として左右に２分割され、使用される構造とする。
本発明の一例として左右に２分割されたクッションパッドは突き合わせるか重ね合わせ
て使用される。又一例として、本発明の使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけ
ての形状に本発明の側面ａ，ｂを沿わせながら、スライドして、本発明を使用するに最適
な形に形成された形状を保持しながら、本発明同士が接触する面を接着させて使用する。
【００３９】
　又一例として、本発明を、使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての形状に
沿わせて設計した折り目を折り曲げて、前記顔面に接触する面である、その折曲げた部分
を前記顔面に本発明の側面が密着させて使用する構造とする。
【００４０】
　又一例として、本発明を、使用者の顔面の両頬から鼻筋のテーパー面にかけての側面形
状に、本発明の外気に当たる部分である本発明上部を、載せるように密着させて使用する
構造とする。
【実施例】
【００４１】
　以下は添付の図面から参照しながら、本発明の衛生マスク用クッションパッドについて
説明する。
図１は本発明の衛生マスク用クッションパッドの平面図である。
図にあるように本発明の内側側面は、左右の鼻に当たる部位ａに添ったテーパー面形状を
なし、頬に当たる部位ｂの曲線形状に沿うように設計されており、前記理由により共に各
々の顔形状使用者の顔面の両頬より鼻筋当たる部位の形状と密着することで本発明を使用
した前記マスクは、しっかりと使用者の顔面上で支えられている。
又衛生マスク内側上端面にも本発明は装接着により密着するので、本発明により使用者の
顔面と衛生マスクの上端との間の空間を隙間無く埋めて密着する。
これにより衛生マスクの隙間から花粉や微細な異物が衛生マスク内空間へ侵入するのを遮
断する遮断度がより高くなる。又本発明の表面積ｗが大きいほど衛生マスク内体積が大き
くなる。また、本発明の設計形状により前記マスクの両頬より鼻筋当たる部位に、本発明
の側面が密着し充分に安定して前記マスクを支えるので、前記マスク使用者が、運動等で
頭部を揺り動かしても、又、前記マスクをしながら口を動かして会話をしても、本発明を
使用した前記マスクは横や下にずれたり落ちたりせず装着されていた位置を保つ。
【００４２】
　図２は、衛生マスクに図１の衛生マスクを装接着した形状を内側から見た俯瞰図である
。このように（Ｐ・Ｐ’）（Ｑ・Ｑ’）にて装接着する。本発明を使用中の衛生マスクか
ら取り外し再度他の衛生マスクに取り付けることも容易であり、くりかえし使うことがで
きる。又本発明のマスク外気側である本発明の上側表面に微粒子用の薄い素材を装接着す
ることにより、本発明の衛生マスク内空間への細菌ろ過率は上昇し、とりわけ上方から衛
生マスクに落ちてきた花粉や微細な異物が、衛生マスクに落ちてきても衛生マスク上方の
隙間を埋めている本発明が、隙無く衛生マスク上端部に密着しているため、衛生マスク内
空間への花粉や微細な異物の侵入は阻止される。前述の本発明の機能に基き本発明は微粒
子衛生マスクにも対応し使用できる。又衛生マスクの表面積に本発明の表面積がプラスさ
れるので、衛生マスクを通過して循環するため、衛生マスク内空間と衛生マスク外大気の
空気循環量が多くなり呼吸も楽になる。
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【００４３】
　例えば高度な医療作業時の意思疎通に必要な会話を行う時にも、使用する微粒子衛生マ
スクに本発明を装接着することにより、マスク使用中に必要な会話を行っても、口も動か
しやすく、呼吸時の酸素も充分に体内に吸入することも出来、そのため発音にも支障なく
、聞き手にも十分に聞き取りやすい会話をすることが出来る。又本発明のマスク用クッシ
ョンパッドは、サイズを各種そろえる事が可能であるので、各人の顔形状に密着しながら
より快適に本発明を装接着した微粒子衛生マスク等を着用して使用することが出来る。
【００４４】
　図３は本発明の使用図である。このように本発明の側面が、使用者の両頬から鼻筋にか
けてに沿う本発明のａ，ｂ面の形状、つまり使用者の鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線
形状面ｂにかけての形状にしっかりと密着する本発明の側面形状であるａ，ｂ面がぐるり
とおおい、かつ、本発明が衛生マスクにも密着していることにより、衛生マスク内上端部
ｒと両頬から鼻筋のテーパー面にかけての間に出来る隙間を本発明がしっかり防止し、花
粉や微細な異物の衛生マスク内空間への侵入を防止する。又、本発明は鼻筋より高く設け
られていることによりｄ、本発明に密着する衛生マスクは使用者の顔面の周りよりぐるり
と持ち上げられるので、それにより衛生マスク内空間はより体積が広くなる。斜線で示し
たのは衛生マスク内空間である。
【００４５】
　本発明のクッションパッドにおける平面形状は、例えば半円形・楔形・台形など衛生マ
スク内空間を充分に広く確保できる形であれば本発明の衛生マスク面に接する側面の形状
は問わない。これにより衛生マスクの使用感も、本発明を使用することにより衛生マスク
内空間がひろげられマスク内空間体積が増加して前記マスク着用時の快適さを増す。又本
発明はこの図のように装接着されて鼻筋高よりも高ければ高いほど衛生マスク内空間はひ
ろがり快適に使用できるので、その高さｄは１ｃｍ以上が望ましい。
【００４６】
　図４は、本発明の衛生マスク用クッションパッドが左右に２分割されて使用される図で
ある。
図にあるように本発明は左右に分かれ鼻に当たる部位ａ頬に当たる部位ｂ共に各々の顔形
状に添ったテーパー面形状をなし、使用者の顔面の両頬より鼻筋当たる部位の形状である
テーパーラインと密着する。又衛生マスク内側上端面とも装接着により密着するので、本
発明により使用者の顔面と衛生マスクの上端との間の空間を隙間無く埋めて各々が密着す
る。これにより衛生マスクの隙間から花粉や微細な異物が衛生マスク内空間へ侵入するの
を遮断する遮断度がより高くなる。又二分割された本発明が互いに付き合せられる面ｗ長
が大きいほど衛生マスク内体積が大きくなる。
【００４７】
　本発明の使用する衛生マスクへの本発明の装接着部図である。Ｐは接着面ｑは装着箇所
である。装着ｑ箇所及び接着面ｐは本発明のクッションパッドが、使用されるマスクｍに
本発明が安定して装着及び接着される状態を保つことができる本発明の衛生マスク側面の
どちらかの箇所であればよい。例としては本発明が最も安定し装着されるのは図５に示す
ｑの面である。例としては本発明が最も安定し接着されるのは図５に示すｐの面である。
【００４８】
　図５は図１に示す本発明の左側部である。又その断面図を下に記載する。このように本
発明において両頬から鼻筋のテーパー面にかけての形状は、使用者の顔面の両頬から鼻筋
のテーパー面にかけての凹凸によるテーパー形状に沿うように鼻側テーパー面ａと頬側曲
線面ｂが設けられている。
本発明の鼻側テーパー面の内角として、　４０°＜ｆ＜８５°が望ましい。又前記鼻側テ
ーパー面の内角を小さく抑えることによって本発明を装接着した衛生マスク着用者の視界
はより大きく拡げることが出来る。
【００４９】
　本発明の頬側の側面の内角として５０°＜ｇ＜８５°が望ましい。又前記頬側の側面の
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内角を小さく抑えることによって本発明を装接着した衛生マスク着用者の視界はより大き
く拡げることが出来る。
又鼻側テーパー面と頬側テーパー面は肌にふれる面なので肌触りの良い例えばラテックス
等の素材を使用しても良い。又本発明の形状は鼻の形状に添っているので、本発明を使用
する際には本発明が接する鼻筋の高さに本発明が最適に適合するために、本発明の肌に接
する側面の位置決め、及び、鼻筋の高さ位置決め、の調節は、鼻筋の高さが下方へ行く程
高くなることは周知のことであるから、本発明位置は鼻筋をスライドさせて高さ調節をは
かる。これにより鼻筋の高さ調節が図れるので、本発明に沿う鼻筋高位に本発明を沿わせ
設置して鼻筋に密着させる。このように調整することもできる。
【００５０】
　図６は本発明の２分割された本発明の側面を互いに密着させるために、本発明の使用者
の顔面の頬側曲線面ｂ両頬から鼻筋のテーパー面ａにかけての形状に本発明の側面を沿わ
せながら、スライドして本発明同士が接触する側面を接着させて合わせて使用するクッシ
ョンパッドの平面図である。この本発明は、多様な顔の大きさ形状に柔軟に対応できる。
このように前記の本発明の２分割された面の肌に接触する面を前記肌の接触させながら、
本発明の側面の１部分である、互いの接着側面を接着させて合わせて使用すると、鼻筋の
大きな使用者の鼻にも本発明は充分対応して鼻の形状に沿い密着するので、両頬から鼻筋
のテーパー面にかけての凸凹形状に本発明はしっかり密着して衛生マスク上部の隙間を埋
める。
【００５１】
　装着箇所及び接着面ｐは本発明のクッシヨンパッドが、使用される衛生マスクｍに安定
して装着及び接着される状態を保つことができる本発明の衛生マスク側面ｃのどちらかの
箇所であればよい。
このクッションパッドを衛生マスクに付ける場合、接着することが望ましい。
又この分割されたクッションパッド同士の接触する側面を接装着する場合、マスク使用者
の両頬から鼻筋の形状に本発明の側面ａ，ｂを合わせながら重ね合わせて接装着すること
が望ましい。
【００５２】
　図７は本発明を、使用者の顔面の頬側曲線面ｂ両頬から鼻筋のテーパー面ａにかけての
折り目を折り、前記顔面形状に沿わせ折り曲げた側面が、前記顔面形状に密着さて使用さ
れるように設計された本発明の斜視図である。この本発明は、多様な顔の大きさ形状に柔
軟に対応できる。
この形状であるとあらゆる顔形の使用者にも顔面上でクッションパッドのサイズ調整を行
うことにより、本発明が使用者の両頬から鼻筋にかけての、使用者の両頬から鼻筋のテー
パー面にかけての形状であるところのテーパー形状に沿う本発明のａ，ｂ面の形状、つま
り使用者の頬の曲線形状ｂから鼻筋にかけての形状に沿う形状を有するａ，ｂ面がぐるり
とおおいかつ、本発明が衛生マスクにも密着していることにより、衛生マスク内上端と両
頬から鼻筋のテーパー面にかけての間に出来る隙間を本発明が埋めて密着する。
【００５３】
　図８は、図６の、スライドして本発明同士が接触する側面を接着させて合わせて使用す
るクッションパッドを装接着した俯瞰図である。すでにサイズ調整された本発明の衛生マ
スク用クッションパッドを衛生マスクに装接着し使用している。
図1より図13にわたる各形状に設計された、本発明のクッションパッドにおける衛生マス
ク面に接する面の側面形状をなす本発明のクッションパッドの平面形状は、例えば半円形
・楔形・台形など衛生マスク内空間を充分に安定して支える事ができる形、及び本発明が
装接着される衛生マスクを充分に安定して保持できる形であれば本発明の平面の形状は問
わない。
【００５４】
　図９は分割されない本発明のクッションパッド平面図である。
このように、例えば２種類以上の異素材の材質により本発明のクッションパッドが設計さ
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れてもよい。例えば、図面に示すクロスラインの部分とボーダーラインの部分にそれぞれ
異素材の材質を使用する。例えばクロスラインの部分の材質には美容化粧水等を注入して
あるクッション又はシートを使用する。ボーダーラインの部分には水分をはじく素材を使
用する。本発明のクッションパッドの肌に接する面（以下は肌側と記す）に美容化粧水等
を注入してあるクッション又はシートを使用すると、本発明の肌側は使用者の顔面形状に
添うテーパー形状を成していることにより前記の美容化粧水等を注入してあるクッション
又はシートが肌にしっかりと密着するため本発明に接する肌部分を美容化粧水等を使用し
てしっかりとパックすることができる。
【００５５】
　図１０は分割されない本発明のクッションパッド装接着図である。本発明のクッション
パッドは、既存の衛生マスク使用の際に本発明を衛生マスク内側上端部に装接着し、そし
て本発明を衛生マスク使用者の使用者の顔面の頬側曲線面ｂ、
本発明の頬側の側面の内角５０°＜ｇ＜８５°
及び、鼻筋のテーパー面ａ
本発明の鼻側テーパー面の内角４０°＜ｆ＜８５°
にかけての凸凹面に密着させる、本発明が使用者の顔面と接触する部位に設けた、同顔面
に本発明の側面が密着するように設けた鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂを密
着させることにより、衛生マスク上端部と両頬から鼻筋のテーパー面にかけての隙間を埋
める事により密着させる。
また本発明の構成素材の構成が一例として、上は紙及び布で共に細菌透過率９９％ＮＩＯ
ＳＨ認定の紙または布を使用し、その下部分は通気性良好素材を使用すると本発明を装接
着される前記既存の衛生マスクに微粒子衛生マスクを使用することも出来る。本発明を使
用することで微粒子衛生マスクの高い細菌透過能力機能を損なわず前記の微粒子衛生マス
クの装着感の向上を図ることが出来る。
【００５６】
　例えば高度な医療作業時の意思疎通に必要な会話を行う時にも、使用する微粒子衛生マ
スクに本発明を装接着することにより、マスク使用中に必要な会話を行っても、口も動か
しやすく、呼吸時の酸素も充分に体内に吸入することも出来、そのため発音にも支障なく
、聞き手にも十分に聞き取りやすい会話をすることが出来る。又本発明のマスク用クッシ
ョンパッドは、サイズを各種そろえる事が可能であるので、各人の顔形状に密着しながら
より快適に本発明を装接着した微粒子衛生マスク等を着用して心地よい着用感で高度な作
業をすることが出来る。
【００５７】
　このように本発明の構成素材は通気性を有する素材であれば色々な形状の物質で構成
されることができる。これらを一体とする本発明のクッションパッドは、その側面を、既
存の衛生マスクの上端部にクリップ等で装着又は、接着テープ・両面テープ等で接着する
ことにより使用される。
【００５８】
　図１１は図９の説明文後半に記載されている本発明の１部分の材質に例えば美容化粧水
等を注入してあるクッション又はシートを使用した本発明の装接着図である。
衛生マスクの内側に接する本発明の面部分などに含在した物質が浸透するのを防止したい
場合などは、前記の側面には水分をはじく素材を使用する。
このように異なる素材を使用することにより本発明の使用範囲は格段に広がる。
本発明のクッションパッドの肌に接する面（以下は肌側と記す）に例えば美容化粧水等
を注入してあるクッション又はシートを使用すると、本発明の肌側は使用者の顔面形状に
添う鼻筋のテーパー面ａ及び両頬の曲線形状面ｂ形状を成していることにより前記の美容
化粧水等を注入してあるクッション又はシートが肌にしっかりと密着するため本発明に接
する肌部分を美容化粧水等を使用して顔の表面より首の付け根までしっかり密着してパッ
クすることができる。
【００５９】
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　また本発明の形状は図１１に示すように使用目的によりその使用目的に適合するように
設計してもよい。図１１に示すように本発明が使用者の顔面を大きく包み込むような形状
は本発明に接する肌部分を美容化粧水等を使用してパックする場合に適している。
またこの場合は既存の衛生マスクを使用しなくてもよいが、本発明のパックの出来る衛生
マスクのサイズが目元を囲んだりする形状で既存の衛生マスクに隠れないサイズの場合は
仕方が無いが、本発明のパックの出来る衛生マスクのサイズが既存の衛生マスクに隠れる
サイズの場合は、既存の衛生マスクを着用することにより周囲の目を気にすることなく外
出等が出来る。また、既存の衛生マスク等に本発明を装接着することにより発生する、格
段に向上するした衛生マスクの本来の機能、及び、効果、及び快適な装着間は、充分に得
られる。
【００６０】
　図１２は本発明に２つの衛生マスクを装接着した衛生マスクの内側から見た俯瞰図であ
る。２つのマスクを本発明に装接着する場合、例えば外気に接する外側に既存の衛生マス
クを着用し、前記衛生マスクの衛生マスク内空間に、縦サイズが前記マスク使用者の鼻か
ら口より上方までの、前記衛生マスクよりひとまわり小さいマスクを装接着することによ
り、花粉症等で水のような鼻水が流れ続けても、前記のひとまわり小さいマスクが流れ出
た水のような鼻水を吸収して、前記小さいマスクの外に鼻水が流れるのを防止するので、
前記小さいマスクの外側に装接着している外側の衛生マスクには鼻水をもらさず、外側の
衛生マスクに鼻水によるしみが出来ない。
その前記小さいマスクのたて着用時の縦サイズを使用者の鼻と口の間までとすると、流れ
出た鼻水を小さいマスクが吸収してその外に鼻水が流れるのを防止するので、口まで流れ
ず口の中に鼻水が入る不快感がなくなる。
【００６１】
　本発明の設計形状により、前記衛生マスク及び前記マスク使用者の口より上方までに装
接着する小さいマスクを、前記マスク使用者の両頬より鼻筋に当たる部位に、本発明のマ
スクパッドの側面が密着し充分に安定して前記マスクを支えるので、前記マスク使用者が
、運動等で頭部を揺り動かしても、前記マスクを着用しながら口を動かして会話をしても
、本発明を使用した前記マスクは横や下にずれたり落ちたりせず装着されていた位置を保
つ。
【００６２】
　又この衛生マスクを使用することにより鼻穴は二重の衛生マスクにより保護されるので
、微細な花粉の鼻穴への侵入を二重に着用した衛生マスクが二重に防止することにより、
花粉症等の症状の悪化原因の原因因子である微細な花粉や異物の鼻腔内への侵入をより強
力に防止できる。また本発明に装接着した衛生マスクの形状は２つの衛生マスク例えば外
気に接する外側に既存の衛生マスクを前記衛生マスクの衛生マスク内空間にひとまわり小
さい衛生マスクを装接着することによっても各々の衛生マスク形状は又、本発明が鼻筋よ
り高く設けられていることにより（ｗ）、本発明に密着する各々衛生マスクは顔面の周り
よりぐるりと持ち上げられるので、それにより二重衛生マスクの衛生マスク内空間はより
広くなるため衛生マスクを二重に本発明に装接着することによる装着感の低下は感じられ
ない。この衛生マスクを使用時の外見は既存の衛生マスク着用時に正面視外観は変わらな
い。
【００６３】
　図１３は図１２に示す本発明に２つの衛生マスクを装接着した場合の衛生マスクの装着
図である。
この図面のように本発明は鼻筋より高く設けられていることにより（ｗ）、本発明に密着
する各々の衛生マスクは使用者の顔面の周りよりぐるりと持ち上げられるので、それによ
り衛生マスク内空間はより広くなる。斜線で示したのは衛生マスク内空間である。本発明
のクッションパッドにおける各々の衛生マスクの衛生マスク面に接する面の形状は、例え
ば半円形・楔形・台形など衛生マスク内を充分に安定して支えられる形状であれば本発明
の衛生マスク面に接する面の形状は問わないので、2つのマスクを本発明に装接着しても
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、本発明は安定して前記マスクを支えることができる。
これにより複数の衛生マスクを本発明に装接着した場合でも衛生マスクの使用感は、本発
明を使用することにより衛生マスク内空間がひろげられ空間体積が増加することにより快
適さを保持する。又本発明はこの図のように装接着されて鼻筋高よりも高ければ高いほど
衛生マスク内空間はひろがり快適になるのでその高さ（ｄ）は１ｃｍ以上が望ましい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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